
○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

水
田

　
広

行
水

田
　

広
行

水
田

　
広

行
水

田
　

広
行

記 記記記 載 載載載 要 要要要 領 領領領

住
所

名
前

住
所

名
前

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

印
水

田
　

広
行

水
田

　
広

行
水

田
　

広
行

水
田

　
広

行

登
記

簿

上
記

の
親

類
は

、
利

用
権

の
設

定
期

限
が

切
れ

た
後

、
耕

作
す

る
意

向
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
私

も
市

外
で

上
記

の
親

類
は

、
利

用
権

の
設

定
期

限
が

切
れ

た
後

、
耕

作
す

る
意

向
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
私

も
市

外
で

上
記

の
親

類
は

、
利

用
権

の
設

定
期

限
が

切
れ

た
後

、
耕

作
す

る
意

向
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
私

も
市

外
で

上
記

の
親

類
は

、
利

用
権

の
設

定
期

限
が

切
れ

た
後

、
耕

作
す

る
意

向
が

あ
り

ま
せ

ん
。

ま
た

、
私

も
市

外
で

現
況

５
　

取
得

し
た

権
利

の
種

類
及

び
内

容

所
有

権
所

有
権

所
有

権
所

有
権

７
月

い
っ

ぱ
い

で
、

市
内

在
住

の
親

類
に

設
定

し
て

い
た

利
用

権
の

期
限

が
切

れ
ま

す
。

７
月

い
っ

ぱ
い

で
、

市
内

在
住

の
親

類
に

設
定

し
て

い
た

利
用

権
の

期
限

が
切

れ
ま

す
。

７
月

い
っ

ぱ
い

で
、

市
内

在
住

の
親

類
に

設
定

し
て

い
た

利
用

権
の

期
限

が
切

れ
ま

す
。

７
月

い
っ

ぱ
い

で
、

市
内

在
住

の
親

類
に

設
定

し
て

い
た

利
用

権
の

期
限

が
切

れ
ま

す
。

６
　

農
業

委
員

会
に

よ
る

あ
っ

せ
ん

等
の

希
望

の
有

無

３
　

権
利

を
取

得
し

た
日

遺
産

分
割

の
協

議
が

６
月

１
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

よ
り

取
得

遺
産

分
割

の
協

議
が

６
月

１
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

よ
り

取
得

遺
産

分
割

の
協

議
が

６
月

１
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

よ
り

取
得

遺
産

分
割

の
協

議
が

６
月

１
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

よ
り

取
得
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０
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大
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○

○
5
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3
番

 
○

○
5
4
3
番

 
○

○
5
4
3
番

 
○

○
5
4
3
番

畑 畑畑畑
畑 畑畑畑

１
，

０
０

０
１

，
０

０
０

１
，

０
０

０
１

，
０

０
０

２
　

届
出

に
係

る
土

地
の

所
在

等

所
在

・
地

番
面

積
（

㎡
）

備
　

考

地
　

目

現
況

水
田

　
広

行
水

田
　

広
行

水
田

　
広

行
水

田
　

広
行

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

サ
ラ

リ
ー

マ
ン

を
し

て
お

り
、

自
ら

耕
作

で
き

ま
せ

ん
の

で
農

業
委

員
会

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

し
ま

す
。

サ
ラ

リ
ー

マ
ン

を
し

て
お

り
、

自
ら

耕
作

で
き

ま
せ

ん
の

で
農

業
委

員
会

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

し
ま

す
。

サ
ラ

リ
ー

マ
ン

を
し

て
お

り
、

自
ら

耕
作

で
き

ま
せ

ん
の

で
農

業
委

員
会

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

し
ま

す
。

サ
ラ

リ
ー

マ
ン

を
し

て
お

り
、

自
ら

耕
作

で
き

ま
せ

ん
の

で
農

業
委

員
会

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

し
ま

す
。

　
下

記
農

地
（

採
草

放
牧

地
）

に
つ

い
て

、
遺

産
分

割
遺

産
分

割
遺

産
分

割
遺

産
分

割
に

よ
り

所
有

権
所

有
権

所
有

権
所

有
権

を
取

得
し

た
の

で
、

農
地

法
第

３
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

ま
す

。

記

１
　

権
利

を
取

得
し

た
者

の
氏

名
等

氏
　

名
住

　
所

平
成

２
２

年
　

４
月

　
１

日
平

成
２

２
年

　
４

月
　

１
日

平
成

２
２

年
　

４
月

　
１

日
平

成
２

２
年

　
４

月
　

１
日

４
　

権
利

を
取

得
し

た
事

由

５
　

取
得

し
た

権
利

の
種

類
及

び
内

容

３
，

０
０

０
３

，
０

０
０

３
，

０
０

０
３

，
０

０
０

１
，

０
０

０
１

，
０

０
０

１
，

０
０

０
１

，
０

０
０

 
登

記
簿

上
の

名
義

人
は

 
登

記
簿

上
の

名
義

人
は

 
登

記
簿

上
の

名
義

人
は

 
登

記
簿

上
の

名
義

人
は

 
水

田
太

郎
 
水

田
太

郎
 
水

田
太

郎
 
水

田
太

郎 同
上

同
上

同
上

同
上
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○
市

○
○

町
大

字
 
○

○
市

○
○

町
大

字
 
○

○
市

○
○

町
大

字
 
○

○
市

○
○

町
大

字
 
○

○
5
4
3
番

 
○

○
5
4
3
番

 
○

○
5
4
3
番

 
○

○
5
4
3
番

田 田田田

４
　

権
利

を
取

得
し

た
事

由

水
田

太
郎

の
死

亡
に

伴
う

相
続

に
よ

り
取

得
水

田
太

郎
の

死
亡

に
伴

う
相

続
に

よ
り

取
得

水
田

太
郎

の
死

亡
に

伴
う

相
続

に
よ

り
取

得
水

田
太

郎
の

死
亡

に
伴

う
相

続
に

よ
り

取
得

平
成

２
２

年
　

４
月

　
１

日
平

成
２

２
年

　
４

月
　

１
日

平
成

２
２

年
　

４
月

　
１

日
平

成
２

２
年

　
４

月
　

１
日

所
有

権
（

水
田

広
行

、
水

田
良

太
が

持
分

１
/
２

ず
つ

取
得

）
所

有
権

（
水

田
広

行
、

水
田

良
太

が
持

分
１

/
２

ず
つ

取
得

）
所

有
権

（
水

田
広

行
、

水
田

良
太

が
持

分
１

/
２

ず
つ

取
得

）
所

有
権

（
水

田
広

行
、

水
田

良
太

が
持

分
１

/
２

ず
つ

取
得

）

６
　

農
業

委
員

会
に

よ
る

あ
っ

せ
ん

等
の

希
望

の
有

無

利
用

権
を

設
定

し
、

耕
作

さ
れ

て
い

る
の

で
農

業
委

員
会

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

し
ま

せ
ん

。
利

用
権

を
設

定
し

、
耕

作
さ

れ
て

い
る

の
で

農
業

委
員

会
の

あ
っ

せ
ん

を
希

望
し

ま
せ

ん
。

利
用

権
を

設
定

し
、

耕
作

さ
れ

て
い

る
の

で
農

業
委

員
会

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

し
ま

せ
ん

。
利

用
権

を
設

定
し

、
耕

作
さ

れ
て

い
る

の
で

農
業

委
員

会
の

あ
っ

せ
ん

を
希

望
し

ま
せ

ん
。

現
在

、
市

内
在

住
の

親
類

に
利

用
権

を
設

定
し

て
お

り
、

引
き

続
き

耕
作

し
て

も
ら

う
予

定
で

す
。

現
在

、
市

内
在

住
の

親
類

に
利

用
権

を
設

定
し

て
お

り
、

引
き

続
き

耕
作

し
て

も
ら

う
予

定
で

す
。

現
在

、
市

内
在

住
の

親
類

に
利

用
権

を
設

定
し

て
お

り
、

引
き

続
き

耕
作

し
て

も
ら

う
予

定
で

す
。

現
在

、
市

内
在

住
の

親
類

に
利

用
権

を
設

定
し

て
お

り
、

引
き

続
き

耕
作

し
て

も
ら

う
予

定
で

す
。

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町
○

丁
目

○
○

番
○

号
○

○
市

○
○

町
○

丁
目

○
○

番
○

号
○

○
市

○
○

町
○

丁
目

○
○

番
○

号

所
在

・
地

番
面

積
（

㎡
）

備
　

考

地
　

目

登
記

簿

２
　

届
出

に
係

る
土

地
の

所
在

等

水
田

　
良

太
水

田
　

良
太

水
田

　
良

太
水

田
　

良
太

氏
　

名
住

　
所

水
田

　
広

行
水

田
　

広
行

水
田

　
広

行
水

田
　

広
行

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

○
番

○
号

畑 畑畑畑

田 田田田 畑 畑畑畑

３
　

権
利

を
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得
し

た
日
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記

１
　

権
利

を
取

得
し

た
者

の
氏

名
等

○
○

市
 

○
○

市
 

○
○

市
 

○
○

市
 
農

業
委

員
会

会
長

　
殿

住
所

印
水

田
　

良
太

水
田

　
良

太
水

田
　

良
太

水
田

　
良

太
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番

○
号

○
○

市
○

○
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○
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目
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○
番

○
号

○
○

市
 

○
○

市
 

○
○

市
 

○
○

市
 
農

業
委

員
会

会
長

　
殿

　
下

記
農

地
（

採
草

放
牧

地
）

に
つ

い
て

、
相

続
相

続
相

続
相

続
に

よ
り

所
有

権
所

有
権

所
有

権
所

有
権

を
取

得
し

た
の

で
、

農
地

法
第

３
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

ま
す

。

名
前

農
地

法
第

３
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
書

平
成

２
２

２
２

２
２

２
２

年
　

６
　

６
　

６
　

６
月

　
５

　
５

　
５

　
５

日
平

成
２

２
２

２
２

２
２

２
年

　
４

　
４

　
４

　
４

月
　

５
　

５
　

５
　

５
日

農
地

法
第

３
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
書

印

７
　

記
の

６
の

「
農

業
委

員
会

に
よ

る
あ

っ
せ

ん
等

の
希

望
の

有
無

」
に

は
、

権
利

を
取

得
し

た
農

地
又

は
採

草
放

牧
地

に
つ

い
て

、
第

三
　

者
へ

の
所

有
権

の
移

転
又

は
賃

借
権

の
設

定
等

の
農

業
委

員
会

に
よ

る
あ

っ
せ

ん
等

を
希

望
す

る
か

ど
う

か
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

３
　

法
人

で
あ

る
場

合
は

、
住

所
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
、

氏
名

は
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

を
そ

れ
ぞ

れ
記

　
載

し
て

く
だ

さ
い

。

４
　

記
の

２
の

「
届

出
に

係
る

土
地

の
所

在
等

」
の

備
考

欄
に

は
、

登
記

簿
上

の
所

有
名

義
人

と
現

在
の

所
有

者
が

異
な

る
と

　
き

に
登

記
簿

上
の

所
有

者
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

Ａ
 
相
続
が
発
生
し
、
遺
産
分
割
前
に
届
け
出
る
と
き
の
記
載
例

Ｂ
 
遺
産
分
割
が
終
了
し
て
届
け
出
る
と
き
の
記
載
例

１
　

本
文

に
は

権
利

を
取

得
し

た
事

由
及

び
権

利
の

種
類

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

２
　

届
出

者
の

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

）
の

記
載

を
自

署
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
押

印
を

省
略

す
る

　
こ

と
が

で
き

ま
す

。

５
　

記
の

４
の

「
権

利
を

取
得

し
た

事
由

」
に

は
、

相
続

（
遺

産
分

割
及

び
包

括
遺

贈
を

含
む

）
、

法
人

の
合

併
・

分
割

、
時

効
等

の
権

利
　

を
取

得
し

た
事

由
の

別
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

６
　

記
の

５
の

「
取

得
し

た
権

利
の

種
類

及
び

内
容

」
に

は
、

取
得

し
た

権
利

が
所

有
権

の
場

合
は

、
現

在
の

耕
作

の
状

況
、

使
用

収
益

権
　

の
設

定
（

見
込

み
）

の
有

無
等

を
記

載
し

、
取

得
し

た
権

利
が

所
有

権
以

外
の

場
合

は
、

現
在

の
耕

作
の

状
況

、
賃

借
料

、
契

約
期

間
等

　
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。


